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 〇  本書は、「四万十川流域の文化的景観　中流域の農山村と流通・往来」の保存及び活用に関する計

画を選定時のものから方針等について改定を行い、取りまとめたものである。

例　　言

 〇  本書の作成は、令和 3 年度（2021）から令和 4 年度（2022）にかけて、国宝重要文化財等保存・

活用事業費補助金（文化的景観保護推進事業）を受けて実施した。

 〇  　がつく項目は、流域５市町で共通の内容を示すものである。
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四万十川における環境に対する認識の大きな転

機は、昭和 58 年（1983）の NHK テレビ番組の

放送によって「日本最後の清流」というフレーズ

で一躍有名となったことで訪れる。これによって

人と自然の良好な調和を代表する河川として全国

的に注目される河川となった。

四万十川流域では、平成元年（1989）に「高

知県清流保全条例」、平成 3 年（1991）に「高知

県清流保全計画」等が策定され、平成６年（1994）

には、流域市町村により四万十川保全機構が設立

されるなど、高知県において四万十川を含めた河

川環境を積極的に保全していこうとする取り組み

が始まった。平成 10 年（1998）には四万十川

の沈下橋の保存についての指針を策定し、流域の

沈下橋の保存を図ることが確認された。そのよう

ななか、四万十川の環境、暮らし、文化等の保全

を図る事業を継続的かつ効果的に実施していくた

め、平成 12 年（2000）に公益財団法人四万十

川財団が設立された。平成 13 年（2001）には、

四万十川の生態系や景観の保全とともに、環境を

テーマとした地域づくりを進めていくため「高知

県四万十川の保全及び流域の振興に関する基本条

例」が制定され、四万十川を軸として流域が一体

となった地域づくりが推進されてきた。

このような取り組みの蓄積を背景に、川と暮ら

しが一体となった四万十川流域の環境価値を総合

的に保全・継承し、地域振興の一助にすべく、平

成 18 年（2006）、流域５市町が協働して、重要

文化的景観の選定を目指し取り組むこととなっ

た。流域での連携を図るため「四万十川流域文化

的景観連絡協議会」が設置され、各市町における

保存調査に基づき、各市町の選定委員会と連携し

て定期的な協議を行い、保存計画の策定を行なっ

た。景観計画および景観条例は並行して検討され、

平成 21 年（2009）２月 12 日に、全国初の広域

的な重要文化的景観の選定を受けた。

保存活用計画改定の背景と目的
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選定後は、様々な事業調整や個々の要素の修理

事業、流域としての一体的な啓発事業等を実施し

てきた。10 年以上が経過するなかでは、当初想

定できなかった山や川への影響が懸念される自然

再生エネルギー等の開発計画への対応、道路や河

川整備における課題調整、世代交代とあわせて重

要な構成要素の保護が難しくなるなど、保存計画

とその運用において見直しを検討すべき課題が明

らかになってきた。

また、選定時には各市町の重要文化的景観の価

値については整理されたものの、流域全体として

の文化的景観の価値や意味について、十分検討し

共有化を図ることができていなかったことも課題

の１つであった。当初から認識されていた流域の

まとまりとその広域的な重要文化的景観としての

保全および整備・活用の考え方は、各市町の連携

の基盤となる。このため改めて、流域としての文

化的景観の価値を整理し、各市町の文化的景観と

の関係を確認し、流域の一体的な保存・活用につ

ながる方針等に整理することが必要であると考え

るに至った。

こうした課題認識に基づき、令和 3 年度より、

四万十川流域として一体的な文化的景観の保存・

活用を進めていくために、流域を構成する選定５

市町が連携し、流域としての共有する文化的景観

の価値を整理し直し、各市町が協働して保存計画

の改定に取り組むこととした。

本町では、流域の文化的景観と本町の重要文化

的景観との価値の関係を整理しながら、本町の重

要文化的景観の個性を活かした保存・活用に向け

た方針を示すこと、円滑な運用を図るため方針や

体制について既往の計画書の記述を充実させるこ

と等を中心に改定を行なった。あわせて、広域の

文化的景観という四万十川流域の特徴を活かした

保存・活用に取り組むため、流域５市町で連携し

た運用の仕組みを整えた。
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四万十川流域重要文化的景観保存活用計画等改定検討会　委員
 

区分 分野 所属 氏名 備考 

委
員 

文化的 

景観 

独立行政法人国立文化財機構 奈良文化

財研究所 文化遺産部景観研究室 

主任研究員 

惠谷 浩子
え だ に  ひ ろ こ

 四万十市重要文化的景観保護審議会 

都市計画 

景観計画 

神戸芸術工科大学 環境デザイン学科 

教授 
小浦 久子
こ う ら  ひ さ こ

 四万十市重要文化的景観保護審議会 

景観生態学 
広島大学 

名誉教授 
中越 信和
な か ご し  の ぶ か ず

 

四万十市重要文化的景観保護審議会 

四万十町文化的景観整備管理委員会 

中土佐町文化的景観整備委員会 

梼原町文化的景観整備保存管理委員会 

津野町文化的景観整備活用推進委員会 

郷土史 
梼原町文化財審議会 

会長 
西村 信明
に し む ら  の ぶ あ き

 梼原町文化的景観整備保存管理委員会 

環境土木 NN ラントシャフト研究室 西山 穏
にしやま やすし

 

四万十市重要文化的景観保護審議会 

四万十町文化的景観整備管理委員会 
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土木環境 
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法政大学 デザイン工学部 都市環境デ

ザイン工学科 

教授 

福井 恒明
ふ く い  つ ね あ き

 四万十市重要文化的景観保護審議会 

建築 NPO 高知文化財研究所 代表 溝渕 博彦
み ぞ ぶ ち  ひ ろ ひ こ

 

四万十町文化的景観整備管理委員会 

中土佐町文化的景観整備委員会 

梼原町文化的景観整備保存管理委員会 

津野町文化的景観整備活用推進委員会 

地理 

郷土史 
津野町文化財保護審議会 会長 山﨑 健児

や ま さ き  け ん じ

 津野町文化的景観整備活用推進委員会 

オ
ブ
ザ
ー
バ
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文化庁 第二課 文化的景観部門 

主任調査官 
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し も つ ま  く み こ

 令和 3 年度 

市原 富士夫
い ち は ら  ふ じ お

 令和 4 年度 

‒ 
文化庁 第二課 文化的景観部門 

調査官 
永井
な が い

 ふみ  

‒ 
高知県 文化生活スポーツ部 歴史文化

財課 チーフ 
下村 裕
しもむら ゆたか

  

‒ 
高知県 文化生活スポーツ部 歴史文

化財課 主任 
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お ざ き  せ つ

  

‒ 
高知県 林業・振興部 自然共生課 
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高知県 林業・振興部 自然共生課 

主幹 
福井 剛志
ふ く い  つ よ し
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四万十川流域重要文化的景観保存活用計画等

改定検討会

四万十川流域の文化的景観は、１市４町からな

る広域の文化的景観として、平成 21 年（2009）

に重要文化的景観として選定を受けた。保存活用

計画の改定にあたっては、改定案の検討は、５市

町の文化財所管及び高知県歴史文化財課、公益財

団法人四万十川財団からなる「四万十川流域文化

的景観連絡協議会」において行なった。

さらに、流域共通の事項を協議・調整するため

の助言機関として、新たに「四万十川流域重要文

化的景観保存活用計画等改定検討会」を設置した。

保存活用計画改定の体制

令和 3 年度（2021）から保存活用計画の改定

を行うにあたり、流域としての保存及び活用、整

備の全体方針等、共通事項の検討を行うため、各

市町の文化的景観の保存活用に関する委員会等の

代表により構成される「四万十川流域重要文化的

景観保存活用計画等改定検討会（以下、「流域検

討会」という。）」を設置した。

改定に際し、令和 3 年度（2021）から令和４

年度（2022）までの２ヵ年において流域検討会

を実施した。流域検討会の委員の構成は、以下に

示すとおりである。

序ー２



序章

4

構成 所管 

四万十市 教育委員会 生涯学習課 

四万十町 教育委員会 生涯学習課 

中土佐町 教育委員会 

梼原町 教育委員会 生涯学習課 

津野町 教育委員会 

事務局 公益財団法人 四万十川財団 

オブザーバー 
高知県 文化生活スポーツ部 

歴史文化財課 

 

 

役職 氏名 備考 

会長 中越 信和
な か ご し  の ぶ か ず

 
広島大学 

名誉教授 
常任委員 西山 穏

にしやま やすし

 NN ラントシャフト研究室 

常任委員 溝渕 博彦
み ぞ ぶ ち  ひ ろ ひ こ

 NPO 高知文化財研究所 
常任委員 松島 朝秀

ま つ し ま  と も ひ で

 
高知大学 人文社会科学系 人文社会科学部門 

准教授 
常任委員 池田 十三生

い け だ  と み お

 四万十町文化財保護課保護審議会長 
常任委員 中平 克喜

な か ひ ら  か つ き

 四万十町景観協議会前会長 
オブザーバー 尾﨑 世都

お ざ き  せ つ

 高知県 文化生活スポーツ部 歴史文化財課 

 

四万十川流域文化的景観連絡協議会の構成

四万十町文化的景観整備管理委員会　委員

本町では、文化的景観の保存・整備・活用に関

して、専門的な見地から助言・意見を得るための

諮問機関として「四万十町文化的景観整備管理委

員会」を設置している。

令和３年度（2021）から令和４年度（2022）

の２ヵ年にかけて、別途、実施する流域検討会で

の協議・調整の結果を踏まえた上で、本町の計画

である『四万十川流域の文化的景観「中流域の農

山村と流通・往来」保存活用計画（改定案）』に

関する協議・検討を行なった。本委員会の委員の

構成は、以下に示すとおりである。

四万十町文化的景観整備管理委員会 四万十川流域文化的景観連絡協議会

文化的景観の保存活用には、これまでの取り組

みも含め、庁内関係課との調整や協力・連携の仕

組みは不可欠である。そのため、計画の改定にあ

たり、文化的景観に関係する生業や地域づくりに

関わる部署である農林水産課、にぎわい創出課、

建設課、地域振興課等と庁内関係課会議を開催

し、情報や問題意識の共有、今後の取り組みにお

ける意見交換等を行い、文化的景観の保存活用に

向けた検討を行った。

四万十町庁内関係課会議

四万十町文化的景観整備管理委員会の様子

令和 3 年度（2021）から保存活用計画の改定

検討を行うため、平成 18 年度（2006）より設置

している「四万十川流域文化的景観連絡協議会」

において、流域として共通する課題や各市町にお

ける取組み上の課題などについて情報共有を行う

とともに、文化的景観の保存活用の考え方等につ

いて協議・検討を行った。

（令和３年度〜令和４年度）
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四万十町は、高知県西南部に位置し、町域は東

西 43.7km、南北 26.5km、総面積 642.06k㎡で、

県下第１位の広さである。

四万十川流域は、本町、四万十市、中土佐町、

津野町、梼原町の１市４町からなり、そのうち本

町は中流に位置し、北から南への流れが東から西

へと大きく変化する地域にあたる。

町域の大部分は山林で、東南部で土佐湾に面し

ている。まとまった平地は、町東部の高南台地に

限られている。

四万十町の位置と地形

本文化的景観は、四万十川流域のうち中流に位

置する四万十町において、東部で四万十川本流が

北から南へ南下するなか、本町の南東に連なる火

打ヶ森・五在所ノ峯山地に阻まれ、窪川付近で東

から西へと流れを大きく変え、再び内陸へと流れ

る。また、四万十川の最大支流である梼原川が、

その支流の中津川と合流しながら、北から南へと

流れ、田野々にて本流と合流する。

本文化的景観は、四万十川及び梼原川とその支

流の水辺とその両岸に広がる山々、その間に展開

する集落を中心とする。

四万十川流域の文化的景観の位置

四万十川流域市町と四万十町の位置

四万十川流域の文化的景観の位置

高南台地では四万十川の両岸
に農地が広がる

1ー１

1ー２
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「四万十川中流域の農山村と

流通・往来の文化的景観」の範囲

範囲の設定の考え方

 〇 四万十川　　　町域における四万十川（本流）の水域からそれに最も近い第一稜線の範囲とする。

 〇 日野地川沿い　 四万十川の第一支流である日野地川の水域からそれに最も近い第一稜線の範囲と

する。

 〇 梼原川沿い　 　 四万十川の第一支流である梼原川の水域からそれに最も近い第一稜線の範囲とす

る。

 〇 中津川沿い　　 四万十川の第二支流、梼原川へ合流する中津川の水域からそれに最も近い第一稜

線までの範囲とする。

 〇 国有林　　　　 上記の河川沿いに接する国有林及び奥大道自然観察教育林、古屋山林木遺伝資源

保存林、梶ヶ谷山木遺伝保存林、市ノ又渓谷風景林、久保谷風景林の範囲とする。

1ー３
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「四万十川中流域における農山村と

流通・往来の文化的景観」の価値

見かた１

山と川による「安定した大地のフレーム」と

小さな変化を繰り返す「生きている川」

四万十川流域の景観の素地となるのは、山や

丘陵、河川などの自然地形である。特に源流域

に広がる秩父帯と流域の大部分を占める四万十

帯の２つの地質帯は、蛇行する河川の位置、折

り重なる山並みなど、大きく変わることがない

流域景観の下地となる「安定した大きな地形構

造」を創り出している。

この安定した地形構造のもとで、山や川は地

滑りや隆起、堆積と浸食等を繰り返す。流域内

の大部分は山地であり、平地は限られるなか、

川の蛇行等が「小さな地形のまとまり」を創り

出してきた。この山と川がつくり出す地形のま

とまりごとに、その場所の土地の形状や自然環

境を生かした人々の営みが展開することにより、

流域内に小規模で個性豊かな集落が点在する。

一方で、河川はその流路や線形を常に小さく

変化させる。降雨とともに水位が上下し、増水

時には川沿いの土地が浸水することもある。

安定した地形構造のもとで、この自然環境の

日常的な変化と付き合う暮らしが、流域での人

と川の関わりを多様で豊かなものにしている。

川と寄り添う暮らしが生きる四万十川は、昭

和 58 年のテレビ放送において「日本最後の清流」

というシンボリックな表現で称されたことによ

り、「源流から海にいたる澄んだ水と生き物のい

る豊かで美しい川」という四万十川のブランド

力を生み出した。このイメージが環境保全の取

り組みと相まって流域の一体感を醸成し、新た

な象徴的意味をもった「四万十川流域」という

まとまりが生まれた。

「清流」というイメージが伝える四万十川の風

景や環境の真の豊かさは、四万十川流域で暮ら

す人々にとっては自然と折り合うことで育まれ

てきた集落の営みであり、その暮らし方が流域

全体で通底していることで成り立っている。

美しい自然という、どこか営みの外にあるよ

うな「最後の清流」だけではなく、地域の日々

の営みが育む豊かな風景と環境としての四万十

川を語るのが「四万十川流域の文化的景観」で

ある。この流域のまとまりを特徴づける自然と

人の営みの折り合いに価値を見出し、その価値

を地域内外の人々と共有し、保存活用していく

ことが、この豊かな四万十川流域の風景と環境

を未来に継承していく始まりである。

四万十川流域の文化的景観は、次に示す３つ

の見方によりその特徴をとらえることができる。

これらは、流域固有の自然をどのようにとらえ

るのか、また、人々はどのように自然と折り合

いながら環境を使いこなしているのか、そして、

地域の営みの変遷と今に繋がる重層性をどのよ

うに見出すのか、についての視座である。そこ

に流域の価値の新たな語り方がある。

大きく蛇行する梼原川
（小石）

1ー４

流域としての認識と文化的景観の見かた

“最後の清流 ”が生み出した

四万十川流域としてのまとまり
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見かた２

自然条件と上手につきあう

「環境から得るもので生きる暮らし方」

流域内では、山と川により生み出された多様

な地形に応じて、その地形のまとまりごとに土

地の使い方に特徴がある。集落はこの暮らしの

場における生業の土地利用により形づくられる。

蛇行のかたちや平坦地の大きさや位置の違い

などにより、土地の使い方は多様になる。谷や

川の水の使い方、増水のいなし方等、水との付

き合い方もその土地の使い方に表れている。

集落では、川から背山まで広い範囲で、自然

を上手に使いながら複合的な生業が営まれ、時

代に応じてその内容を柔軟に変化させてきた。

そこには、流域の環境から得られるもので豊か

にかつ持続的に生きる暮らしがある。

川に近い暮らしの場は、遊びや生業（農業、

漁業、観光業）、行事や祭礼の場となり、川は日

常的に使われる。川の増水や氾濫のリスクは無

理をせずいなし、自然環境への負荷をかけない

ことで自然を守り共存する。

流域の人にとって自然は日々の営みの外にあ

るものではなく、常に営みとともにあり、川と

向き合う暮らしの文化が流域を通してある。

見かた３

川と道のネットワークにより付与される

営みと文化における「個性」

流域内は、かつて川・海の舟運と道や鉄道（旧

森林軌道）により緩やかにネットワークされて

いた。そこを人とモノが移動し、合わせてコト（文

化や情報）が運ばれていた。

厳しい地形条件のなかで、それぞれの集落で

人々は自立的な暮らしていたが、人やモノが行

き交うことで、他の地域の文化との融合も起こっ

た。そうした交流が集落の生業や祭礼等の文化

に「個性」を育んできた。

川と川が合流する場所、街道と川が交わる場

所、そして街道と街道が交差する場所には、町

場が形成され、流域内の流通・往来を支える営

みが発生した。現在でもこの町場には、個性あ

る町並みが継承されている。

河口の下田は海を介して関西とつながり、中・

上流域や源流域では街道により高知や愛媛とつ

ながる。広域ネットワークが流域内で重層する

ことで、それぞれの町場は異なる拠点性を持つ。

この広域ネットワークによる流通・往来がもた

らす外からの文化や市場とのつながりが、流域

内の場所ごとの営みを特徴づける。
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四万十川流域では、山と川がつくり出す地形の

まとまりごとに暮らしの場が形成されている。そ

れぞれに山と川の地形条件は多様で、気候や風土

などの自然条件は異なるものの、地形に応じた土

地利用が行われ、時代の変化や自然条件と呼応し

ながら複数の生業を組み合わせることで、持続可

能な暮らしを成り立たせてきた。

四万十川流域では流域全体を通して、居住や営

農に適した平地もしくは緩斜面は、川から標高差

のない位置にあることが、地形的特徴である。人々

はこの川に近い場所で、背山から川までを様々に

利用して暮らし、集落を形成してきた。山では林

業を始め、採草や椎茸等の林産品の栽培、蜂蜜の

採取等の生業が見られる。また川は漁労の場であ

ると同時に、遊びの場である。世代を超えて川で

遊ぶことで川の特性と変化を知り、生物の生態を

学ぶ。こうした経験から得た知恵が、川の環境を

保全し、災害から身を守ることに通じる。

山からの沢水は川に豊かな水量を集め、その水

が集落の営みを支え、灌漑により下流の田を潤す。

川に近い暮らしでは対岸の集落や農地への移動の

ために川を渡る必要がある。その手段はモータリ

ゼーションにより舟から橋に変わった。川の水位

が日常的に変動することを知っている人々は、沈

下橋や流れ橋により利用とリスクの折り合いをつ

ける。川はまた祭礼の場でもある。七夕飾りが川

を渡され、神輿が川を渡り、河原では祭礼や行事

が行われる。

長い暮らしの歴史において、山から川へとつな

がる自然環境の恵みとリスクと向き合いながら、

流域のそれぞれの場所での生業の組み合わせは変

化しても土地の使い方は継承され、その自然と折

り合う土地利用のあり方が集落の個性となって現

れている。こうした土地の使い方が流域全体で維

持されていることで、四万十川の環境が守られて

きた。

上流から下流まで広大な流域は、川と古くから

の街道によって緩やかにつながる。個々の集落の

営みは自立的であっても川を介して相互補完的な

関係が生まれ、山間を抜ける道のネットワークに

よる広域の流通往来が文化の融合を促し、物資の

集散地に町場が形成された。流域には地形条件に

よる多様な土地利用の形があり、流通往来の拠点

性や交流の影響により生業や暮らしの文化に個性

がある。そうした集落や町には、今もその変遷を

伝える地域の資源、伝承されてきた祭りや生業の

技など有形無形の地域文化がある。

それらが現在に継承され、流域の多様性を生み

出している。それでも地形風土を知り川の変動や

災害リスクをいなす土地利用のあり方と環境から

得るもので生きる暮らし方は、変わることなく流

域内を通底している。そこに流域の持続可能性が

ある。

四万十川流域らしい景観とは、この自然と折り

合う人々の営みによって形づくられた土地の使い

方と、その営みとともに維持されてきた四万十川

と山々の豊かな自然環境が、一体的となって表出

した景観であり、源流域から河口域までが相互に

関係を保ちながら流域全体を通して「山・川とと

もに生きる人々の持続的な暮らしの在り様」を伝

える重要な文化的景観である。

「四万十川流域の文化的景観」の本質的価値
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文化的景観は、地域の風土と人々の暮らしが生

み出した景観である。

四万十川流域は、先に示した３つの見かたに

よって、その文化的景観の特徴を知ることができ

る。

１） 山と川による「安定した大地のフレーム」

と小さな変化を繰り返す「生きている川」

２） 自然条件と上手につきあう「環境から得る

もので生きる暮らし方」

３） 川と道のネットワークにより付与される営

みと文化における「個性」

安定した大きな地形構造に現れる山と川と限ら

れた平地が多様な小さな地形のまとまりをつく

る。この地形のまとまりごとに暮らしの場（集落）

が形成された。集落では、川から背山まで自然を

上手に使いながら複合的な生業が営まれ、それが

地形に応じた小さな土地利用の組み合わせとなっ

て集落景観の骨格を形成する。季節ごとに日毎に

変化する＜生きている川＞と付き合う暮らしが、

神社の位置などの集落の空間構成、橋の位置とつ

くり方などに現れる。川のつながりと広域の街道

が支える流通往来により、物資の集散地に町場が

形成され、広域に文化が伝わり、流域の暮らしや

営みに集落ごとの個性が生まれた。

四万十川流域の暮らしの場は、蛇行を繰り返し

ながら流れる四万十川流域の独特の風土と、その

自然と折り合う営みが生み出した土地の使い方が

一体となった文化的景観である。源流域から河口

域までが相互に関係を保ちながら流域全体を通し

て「山・川とともに生きる人々の持続的な暮らし

の在り様」を伝えている。ここに四万十川流域の

文化的景観の本質的価値がある。

この価値は、「川がつくる地形と折り合う暮ら

し」に表現されている。土地の使い方、川での生

業、水の使い方など、生業を変化させつつ持続的

であった暮らし方に価値が内在する。

また、こうした暮らしの場である集落や町は、

川と道で緩やかにネットワークされ、長い間の「流

域における流通往来」によって形成された固有の

場所性と営みによって特徴づけられている。そし

て、それぞれの場所においては、来歴を伝えるも

の、祭りや祭事などの伝統と文化が継承されてい

る。これら「継承されてきたコミュニティの資源

と文化」もまた、暮らしの表現として価値を伝え

る。

「四万十川流域の文化的景観」における

価値の構成
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四万十川は、幹川流路延長 196km ( 四国第１

位 )、流域面積 2,186km² ( 四国第２位 ) の一級河

川であり、不入山を源流として多くの支流を集め

つつ高知県の西南部を大きく蛇行を繰り返しなが

ら太平洋に注いでいる。四万十川の中に位置する

四万十町は、急峻な山に囲まれた上流域と比較し

て 多様な土地利用の意を示しており、その特性

から大きく大正奥四万十区域、四万十川中流区城、

高南台地区域の３つに区分することができる。同

じ四万十川中流域にありながら、 それぞれの地域

は自然的・社会的条件の違いに基づいて独特の特

徴を示し、これらが相俟って四万十町の豊かな文

化的景観を形成している。

梼原川が山間部を穿入蛇行して流れる大正奥 

四万十区域では、人びとは主に林業に従事する 

とともに、山地を切り開いて棚田や段々畑を営ん

できた。四万十町の林業は、明治から昭和にかけ

て盛況を迎え、特にこの区域は北幡地方における

近代林業の拠点として成長した。中でも四万十川

に合流する梼原川の支流の中津川流域に位置する

大正中津川集落は、四万十川流域において最も早

く森林軌道が敷設された地区であるとともに、水

運を活用した木材の積出の際の中継地として 機

能し、流通・往来の結節点として発展した。大正

中津川集落は、四万十桧の産出を続けることに

よって材木のブランド化を図り、 現在も積極的な

林業経営を推進している。

大きく蛇行を繰り返す河川に沿って棚状に農地

が開拓された四万十川中流域は、轟と小野という

二つの特徴的な地区がある。轟地区には、三島と

呼ばれる流域最大の中州があり、四万十川の舟運

においては象徴的な場所であった。林業が最も盛

況であったころに四万十川には、センビや高瀬

船、センバといった川船を活用した舟運が発達し

たが、明治 23 年（1890）の洪水までこの中州

には三島神社が祀られ、舟の航行に対する安全祈

願の信仰を集めていた。人びとは、難所として有

「四万十川中流域の農山村と流通・往来の

文化的景観」の本質的価値

名な轟の瀬にかかる直前の中州で筏を休め、笠や

手ぬぐいなどのかぶりものをはずし、 四万十川の

水で口を清め、旅の無事を祈って川を下った。ま

た、四万十川の小さな支流で伐採された木材は、

軌道や木馬および人力を使って小野の対岸にある

材木の集積地まで運ばれ、そこから再度、筏流し

で河口部へと輸送された。このため、 小野地区に

は筏師が集中し、周辺を含めると最盛期には 60

〜 70 名程度が生活していたといわれている。小

野には四万十川流域の林産物を一手に扱う商人た

ちが行していたが、彼らが扱った商品の中にはミ

ツマタやワラビ粉とともに、コウゾを原料とした

仙花紙と呼ばれる 和紙が含まれていた。小野周

辺で古くから作られてきたこの和紙は、戦前まで

帳簿用紙、戸籍用紙土地台帳用紙等として大量の

需要があり、生産過程において、 渇水期の四万十

川で和紙をさらした。戦後の一時期に和紙生産は

途絶えたが、近年、小野地区や大井川地区で再開

されている。

四万十町は農林業を中心に発展した町である

が、特に四万十川本流と仁井田川水系が形成する

穿入蛇行の先端に集落
（浦越）
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高南台地区域は、かつて仁井田郷と呼ばれ、現在

は高知県を代表する仁井田米の産地である。この

穀物地帯の中心の一つが市生原集落である。台地

で行われる農業活動は灌漑の歴史でもあったた

め、区域内には農村開発の歴史を示す水路が張り

巡らされている。開拓により開かれた広大な農地

は高南台地区域に富を生み出し、窪川の発展を促

した。窪川は、最初は城下町として､ その後四国

霊場第三十七番札所の門前町として栄え、四万十

川中流域に商業を基盤とする都市的な営みをつく

り出した。

文化的景観における重要な構成要素には、四 

万十川、 三島・小野・市生原等の集落、四万十川

流域の農地および山林、沈下橋等がある。

以上のように、「四万十川流域の文化的景観　

中流域の農山村と流通・往来」 は、 四万十川中流

域が示す豊かな自然環境と、農林業によって形成

される多様な土地利用、流通・往来の営みによっ

て生み出された市街地によって形成される文化的

景観である。 家々は傾斜地の少し高い場所
に立地（小野）
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文化的景観の保存及び活用に関する基本方針
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四万十川流域の文化的景観の保存・活用の基本方針の構成

「
四
万
十
川
流
域
の
文
化
的
景
観
」
の
保
存
・
活
用
の
基
本
方
針

保
存
管
理
の
観
点

運
営
体
制
の
観
点

整
備
活
用
の
観
点

３　　流域内の行政機関における連携

３　　川と道のネットワークを活かした

　　　流域内の往来の再生と交流の創出

３　　営みの歴史と文化を伝える地域の景観を特徴づける

　　　要素の保全・継承

１　　山から川へと連続する集落の景観構造の保全

２　　多様な生物を育むとともに、流域の営みを支える

　　　自然環境の保全

１　　営みとともにある山・川との関わりの文化の継承・創出

２　　特徴に応じた生業の持続と景観を活かした

　　　活性化を図る環境整備

１　　住民と行政の協働及び文化的景観を支える人材の育成

２　　文化的景観に関わる庁内の横断的な体制の構築と

　　　関係機関との連携

保存・活用の基本方針
２ー１

四万十川流域では、川は山間を大小の蛇行を繰

り返し、川沿いに多様な地形を形成し、川に近い

場所において人々は山から川までを上手に使い営

みを育み、集落が形成されてきた。

川に近い暮らしの中で、遊びや生業、行事や祭

礼の場として、川は日常的に使われる一方、川に

よるリスクを上手にいなす暮らしの文化が流域全

体に通底している。これらの暮らし方の作法が集

落の景観に表れ、また源流から河口域までの河川

環境の豊かさを支え、「清流四万十川」の美しい

風景として広く認知されている。

しかし、現在、集落の多くは少子高齢化、過疎

化、第一次産業従事者の減少等により、これまで

当たり前とされた流域での暮らしのあり方の継承

が難しくなってきている。

本文化的景観は、四万十川流域において、山・

川とともに生きる流域の人々の営みが守り育んで

きた豊かな自然環境と風景が、源流域から河口域

まで一体性・連続性をもって保全継承することが

必要な景観地として、その価値を保存活用するた

めに、以下に示す３つの観点における９つの基本

方針を提示する。
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流域では数少ない大きな平地
川沿いには水田が広がり家々は山裾に並ぶ（七里）

林業とともに開かれた山間の集落
（大正中津川・森ヶ内）
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山から川へと連続する

集落の景観構造の保全

保存管理の観点１

全体方針

２ー２

四万十川は、山間を縫って蛇行を繰り返し、延

長 196km を流れて土佐湾に注ぐ四国最長の河川

である。この四万十川と山々がつくりだす地形に

沿って、流域には小規模な集落が川の近くに数多

く展開している。集落域には平地が少なく、傾斜

地をうまく居住や耕作に活用することで空間の広

がりに応じた規模で集落が営まれてきた。

流域で暮らす人々は、山や川の自然がもたらす

恵みと脅威の両面を知識と経験から知っており、

それは流域に一貫した暮らし方の作法として、土

地利用のあり方に表れ、そのあり方が個性ある集

落景観をつくり出している。

山林では林業や林産品の栽培、傾斜地では地形

にそった畑や果樹、石積により面を確保する段畑

や棚田、平地では水田や畑など、多様な生業が集

落内で複合的に展開する。

これら集落の農地では、堰や水路、配水管等を

駆使して山の沢水や川の水を用水として利用す

る。川沿いの土地は四万十川の増水時には河道の

一部となり、浸水した農地に山からの養分を含む

土が堆積し土地は肥沃になる。作付品目も気候風

土に加え、時代のニーズに合わせ変化しながら、

耕作が持続されることにより集落景観を特徴づけ

ている。

また流域では、楽しみとしてや暮らしの糧を得

る生業として、川の生き物を得る暮らしが継続し

ており、川原へ続く小道や川舟を管理する道が生

活の中で維持されている。

度重なる川の増水に呼応して家々は浸水リスク

の低い山裾に配され、地形と気候風土に応じて、

日当たりの向きや風の入り方、生業での利用等に

応じ、その配置される場所や形態が選択されてき

た。また、墓所や社寺は家屋のさらに高所に配さ

れ、災害時の避難場所の役割を担っている。

旧街道や川は流通・往来の基盤であり、そのネッ

トワークが交差する場所では、人やモノの流通・

往来を支える町（宿場町や川湊等）が形成され、

現在のまちなみにその痕跡を残し、特徴ある景観

を形成している。

このように、流域の風景は、山と川とともに生

きる人々が安全かつ心地よく皆が暮らせるよう継

承されてきた暮らしの作法をふまえた土地利用が

展開することで、小さな集落ごとに自立的な集落

の営みが持続してきた。

この地形に応じて多様に形成される、個性ある

集落景観は、「四万十川がつくりだす地形」、「自

然への負荷が小さい土地の使い方」、「川に近い場

所での営み」により形づくられている。この山か

ら川へと連続する集落の景観構造の保全を図る。
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川から山へと連続する集落の土地利用
川の堆積・浸食作用の影響を受ける土地は農地に、家屋は中腹に、傾斜地は
果樹や茶畑と地形に沿った土地利用が展開する（轟）

梼原川の旧河道がつくり出す独特の地形。山裾に家屋、残丘には神
社が置かれ、還流丘陵を取り巻く平地にはまとまった農地が広がり、
旧河道の集落における特徴的な景観が形成されている（江師）

高南台地では、緩やかに蛇行する川沿いの広い平地が農地として利
用され、家屋は川から離れた山裾に集まる（壱斗俵）

1  旧河道と残丘からなる還流丘陵や、蛇行に

そった丘陵部の傾斜地や河岸段丘、氾濫原

や中洲等、川がつくり出した地形に沿った

土地の使い方の保全・継承を図る。

2  川から山にかけて、水辺と河畔林、水田や

畑、家屋、果樹や樹林が一体となって形成

されている、土地の使い方と自然を活かし

た営みとともにある集落景観の保全・形成

を図る。

3  高南台地エリアでは、川沿いの広大な平地

に広がる農地とそこに水を潤す水路からな

る広がりのある田園景観の保全・継承を図

る。

4  石積等、傾斜地での土地利用の特徴を示す

要素の維持・保全に努める。

5  田野々地区では、四万十川と梼原川の合流

点として舟運中継地や営林署の立地等、流

通往来で栄えた歴史を伝える要素の保全を

図り、町の形成過程を伝えるまちなみの継

承を図る。

6  集落から川へつながる道や集落や農地との

渡河を支える沈下橋、下流の田を潤すため

に集落内を通る水路等、暮らしの中での川

との関わりを示す個々の要素の保全・継承

を図る。

個別方針
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保存管理の観点２

多様な生物を育むとともに、

流域の営みを支える自然環境の保全

四万十川流域の山は、自然林も多く残る一方で、

木材供給地としての林業や耕作等により常に人の

手が入ってきたことで、その健全さが維持されて

きた。

健全な山は多様な生き物を育むとともに、土は

水を貯え、谷からの沢水を介して集落での生活や

農の営みを支える。山に浸透した水は養分を含ん

で川へと戻っていく。健全な山からの水は、水生

生物を育てるなど、川の環境ともつながっている。

河口の干潟や豊かな汽水域を背景に川の中で育つ

多様な生き物は、河川構造物の少ない流域間を自

由に行き来し、中下流での多様な漁労や養殖によ

る営みを支える。

四万十川流域の自然環境は、流域の人々の営み

の外にあるものではなく、流域の人々の営みとと

もに支え合っていることで、その豊かさは保たれ

ている。山から川・海へとつながる一連の関係性、

さらに源流域から河口域・海まで連続する流域と

しての一体性の中で保たれているもので、流域の

人々は、この山と川からなる自然環境に対し、大

きな変化やダメージを与える行為を行うことは、

自分たちの暮らす集落や流域内の他地域の安全に

影響をおよぼすことを経験的に知っている。

このように、流域での多様な生き物を育み、人々

の営みを支える山や川からなる豊かな自然環境

は、流域の人々の営みのあり様と密接に関わりな

がら保たれている。「山から川へとつながる水と

土の動き」や「営みとともにある生物の生息環境」

に配慮し、流域の営みを支える豊かな自然環境を

適切に保全するとともに、四万十川流域全体を通

した美しい風景の保全を図る。



文化的景観の保存及び活用に関する基本方針

21

高南台地を流れる四万十川は、蛇行が浅く、見通しがきく
取水堰による湛水域と流水域が交互に現れ、上流に行くほど河床の
岩盤が露出する河川景観が続く（若井）

久木ノ森風景林には、豊かな自然林が保全され、多くの人が訪れる
森に親しむ場となっている

高南台地の水田を潤す集落内の水路には、山から灌漑された豊かな
水が流れる（市生原）

1  山は、川に豊かな水量を供給する水源であ

るとともに、常に集落の背にあり、山から

川までの連続した利用があることをふまえ、

沢水や土の動きに配慮した森林環境の維持・

保全を図る。

2  四万十川流域の景観の基盤である山は、集

落の背山につながる自然であり、これらの

山の山容を適切に保全する。

3  久木ノ森風景林や奥大道自然観察林等をは

じめとした自然林からなる森林環境の保全

を図る。

4  四万十川では、上流域である高南台地区間、

穿入蛇行を繰り替える中流区間等、それぞ

れの河川景観を特徴づける河床に露出する

岩盤や交互に形成される砂洲などによる河

川環境の保全を図るとともに、漁労に関連

する生物の生息環境の保全を図る。

5  農業用の取水堰は適切に維持・管理すると

ともに、湛水域と流水域が交互にあらわれ

る高南台地区間の四万十川の河川景観の保

全を図る。

6  川の増水の影響を受ける土地では、常に川

と一体的な場所であることに配慮し、川の

動きを妨げないよう、河川環境の保全を図

る。

個別方針
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保存管理の観点３

営みの歴史と文化を伝える

地域の景観を特徴づける

要素の保全・継承

全体方針

四万十川流域では、平地の少ない山間の地形に

応じ、多様な生業を組合せながら生きてきた。こ

れらの集落の営みの歴史を伝える建造物や、時代

の変化に応じ、変化してきた営みのあり様の歴史

を伝える等の多様な要素が数多く存在している。

藩政期から木材供給地であった上流域を中心

に、御留山をはじめ藩有林が国有林となり、材木

は長く川により輸送されていた。昭和初期の拡大

造林を背景に森林軌道が各地に整備され、時代を

経てトラック輸送に代わるなか、輸送手段は川か

ら鉄道、そして森林軌道跡が道路へと変化して

いった。材木等の舟運の中継地や積み出し港では

町が形成され、当時の機能を今に伝える要素も多

く残る。林業の衰退により河口の港町の生業も変

化し、内水面漁業やアオサ養殖等へと営みの変化

により河口の風景も大きく変化した。

平地の少ない地形条件から、川沿いの農地を有

効活用できるよう、古くから灌漑事業が展開され、

堰や用水路等が特徴ある治水施設が整備され、今

でも農地へと水を運び続けている。傾斜地での土

地利用や浸水への備えとして整えられてきた石積

が広がる景観は、流域内の地形に応じた人々の営

みの証として集落景観を特徴づけている。川沿い

の集落では、日常的な渡河が舟から沈下橋へと変

化し、後に抜水橋が整備された。これら川の往来

に関する要素も多く残っており、川に近い営みの

ある流域の景観を特徴づけている。

集落内には、山や川とともに生きてきた人々の

営みを支えるとともに、祭礼や行事の場として民

俗文化を伝える社寺や祭場、茶堂等の場が、地域

の人々の手により守られている。

これら四万十川流域の特徴ある地形条件のも

と、山や川と関わりながら生き続けてきた流域の

人々の営みや文化を伝える要素は、先人たちの流

域での生き方を伝える証として保存・継承を図る

とともに、集落の景観を特徴づける重要な要素と

して、積極的な活用を図る。
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山間に架かる旧森林軌道の橋梁は、森林資源により林業が栄えた歴
史を伝える重要な要素である（下津井）

集落間を結ぶ旧街道にかかる沈下橋は川と折り合う文化の象徴
集落の入口には、茶堂や神社が置かれ、集落内の営みや往来の文化
を伝える（大正中津川本村）

農地や屋敷地に用いるための石積みは、傾斜地を活かした土地の使
い方を象徴する要素であり、集落景観を特徴づける（上岡）

1  四万十川や梼原川等の河川、国道 439 号

や国道 381 号等の広域ネットワークを形

成する道路、また川沿いに展開する集落

間をネットワークする道路については、

四万十川流域内の流通・往来を支えてきた

重要な要素として、適切に保全・活用を図

る。

2  梼原川流域では、昭和初期の拡大造林を背

景に森林軌道が整備されるなど、林業の繁

栄を伝える要素が数多く残っており、旧森

林軌道であった道路や橋、トンネル等の要

素の保存・継承を図る。

3  集落間の移動や農地への渡河を支え続けて

いる数多くの沈下橋は、川に近い集落の営

みを象徴する建造物として適切に保存・継

承を図る。

4  高南台地の灌漑の歴史を伝える法師ノ越水

路トンネルや市生原の石積堤防、集落内を

通る水路や四万十川に設けられた取水堰等

の構築物は、広大な平地を潤し農の営みを

支える重要な要素として、適切に保全・継

承を図る。

5  山・川がつくる多様な地形の中において、

集落内の石積は、浸水への備えや傾斜地で

の営みを支える土地の使い方を象徴する要

素であり、また山・農地・川へとつながる

生物の生息環境の一部でもあることから、

適切に保全・継承を図る。

6  集落内の寺社等は、川がつくる多様な地形

の中での営みを祭礼や行事を通して支え、

時に避難場所ともなる場である。集落のコ

ミュニティを支える重要な場として、集落

の人々とともに適切に保全・継承を図る。

7  久保谷風景林をはじめとした貴重な自然林

については、適切に保全を図るとともに、

人々が森に親しめる貴重な自然環境として

の保全・活用を図る。

個別方針
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1  四万十川流域を通して「山・川との関わり」

に関する知識や情報等を収集し、地域内外

の人への発信や伝承を通して、「山・川と

の関わりの文化」を継承するとともに、山・

川と関わる人づくりを図る。

2  四万十川の流域ごとに変化する川の環境に

適応するよう工夫されてきた伝統漁法の継

承を図る。

3  集落の営みにおける豊作、豊漁を祈願する

ため行われた無形民俗芸能や伝統行事、祭

礼の伝承と継承を図る。

4  川での遊びや生業における船の保管等、営

みの中において人々が身近に川に入ること

のできる環境の保全・整備を図る。

個別方針

営みとともにある

山・川との関わりの文化の

継承・創出

整備活用の観点１

全体方針

四万十川流域において、豊かな自然環境が保全

され、山間の地形条件の中で時代の変化に適応し

ながら営みが続いてきた根底には、山や川との関

わり方を知る人の存在がある。これまで当たり前

に継承されてきた、この「知識」や「情報」は、

四万十川流域の山や川がつくりだす環境の読み

方、使い方に転換されて、「山・川との関わりの

文化」を形作ってきた。

一方で、現在の集落の多くは、少子高齢化、過

疎化、第一次産業従事者の減少、ライフスタイル

の変化による自然と関わる機会の減少等から、こ

れまでの日常の暮らしのなかで育まれてきた「山・

川との関わりの文化」の継承が難しくなってきて

いる。

そのため、流域を通して「山・川との関わりの

文化」を支える人材の確保、知識や情報、祭礼や

行事、四万十川独自の漁法等を継承していくため

の環境の整備、体験する機会の創出を図る。

また、四万十川流域における「山・川との関わ

りの文化」について、流域を訪れる人々に広く伝

えることにより、流域の文化的景観の価値や風景

の特徴への理解と保護意識の共有・醸成につなげ

る。

２ー３
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夏から秋にかけて新月の暗い夜に行われる火振り漁
暗闇で舟を操舵する技術によって松明やライトの灯りが幻想的な景観を見せる

伝統漁法を学ぶ大人塾プログラムを通して、川と関わる人材育成を
目指す

子ども達は環境学習を通して、川の生き物や環境を学ぶとともに、
安全な遊び方を体験し、流域で当たり前につながれてきた大人達の
知識や文化を引き継ぐ

集落内の神社では、神楽や花取り踊り等の伝統芸能が奉納され、　　
子ども達へと受け継がれている

（上：十川、下：下津井）

子どもから大人までが参加して鮎の放流を行うなどの体験を通して
川や生き物のことを知り、自然の恵みに感謝する文化を伝える
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整備活用の観点２

1  四万十川の水を引くことにより形成された

高南台地の広がりある田園景観の魅力を活

用し、仁井田米をはじめとした流域の農産

物のブランド化を図ることで、川沿いの農

地の保全と集落の活力創出を図る。

2  気候や土地条件を生かした生業の展開を支

援する等、集落の持続的な営みを支える仕

組みや環境の整備を図る。

3  多様な地形と多様な生業の組合せにより生

まれる魅力ある集落景観を活用し、新たな

担い手の発掘等による集落活力の創出を図

る。

4  川での漁労や集落での生業景観を生産品と

ともに見える化し、魅力ある景観と地域産

品の両方を観光資源として活用し、産業の

活力創出を図る。

特徴に応じた生業の持続と

景観を活かした活性化を図る

環境整備

個別方針

流域内の集落は、それぞれの地形条件や気候・

風土、時代のニーズ等に応じ、作付品目等を選

択しながら、持続的な生業を展開してきた。集

落内では、しゃえんじりと称される自家用作物

を耕作する農地もあれば、流通販路に乗せるた

めの商品作物（米やお茶等）の農地もある。こ

れらが持続的に利用されていることが、美しく

魅力ある集落景観となっている。

また、河川内で行われる多様な漁労やノリ類

の栽培、収穫に関する景観は積極的な川の利用

の景観として特徴的である。

それぞれの集落の生業のあり方に寄り添いな

がら、この集落の持続的な営みを支える仕組み

や環境の整備を図り、集落の活力維持と魅力あ

る集落景観の形成を図る。

また、流域内に点在する多様な集落景観と多

様に展開する生業の個性にスポットを当て、地

域産品のブランド化や、流域での暮らしや生業

の体験機会の創出等、四万十川流域での暮らし

における新たな魅力を発信し、四万十ファンや

新しい住民を増やすことにつなげる等で地域の

活力の創出を図る。

全体方針
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農村集落の五穀豊穣を祈る例祭では農地の中を牛鬼が走る
集落の住民は、集落外の人々の協力を得ながら、祭礼や行事を通し
た交流による活力創出を図っている（下津井）

山の幸から川の幸まで豊かな恵みを体験できる四万十大正鮎まつり
鮎のつかみ取り体験や林業の歴史を伝えるいかだレース等は、流域
での暮らしの魅力を共有する機会となっている

四万十川流域最大の中州である三島
国道や鉄道橋から四季折々に彩りの変わる美しい絨毯の景色は、営
みが魅せる観光資源として地域内外の人々に親しまれている

川沿いに棚田の広がる集落内で営まれる農家民宿
四万十暮らしの体験を通して四万十ファンや移住希望者を増やす
きっかけになっている（大正中津川本村）

広々とした高南台地で育てられる仁井田米
ブランド力のある産品とともにそれを育んでいる景観を活かして　
集落の活力づくりにつなぐ（仕出原）

竹でつくるバームクーヘン等、地域の資源や産品を活用して楽しむ
機会を通して、流域での暮らしの魅力を伝えていく
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整備活用の観点３

1  流域内で川がつくる多様な地形と個々の集

落の営みが織りなす魅力ある集落景観を観

光資源に、穿入蛇行沿いに川と並行して通

る集落道や、旧森林軌道等の道を活かし、

集落の人と来訪者の交流を生み出す仕掛け

や環境整備を図ることにより、個々の集落

の活性化と流域全体での往来の再生・創出

を図る。

2  集落の集いの場であり、来訪者のもてなし

の場としてもつかわれる茶堂等を整備・活

用し、流域内の人々と流域を訪れる人々の

交流機会の創出を図る。

川と道のネットワークを活かした

流域内の往来の再生と交流の創出

個別方針全体方針

流域では、川の蛇行により形成される地形に

沿って、集落の自立的な営みが各地で展開する。

かつては、川による舟運や道（峠道や街道）に

よるモノや人の往来がさかんで、その影響を受

けて、ネットワークが交差する場所における町

の発展や、既存の集落文化と新たな文化の融合

等、地域魅力の向上につながってきた歴史があ

る。

現在では、流通や移動は車によるものが中心

となり、かつて流域内をネットワークしていた

川や道を意識する営みは少なくなってきている。

四万十川流域では、山から川までの自然と人

の営みによる一体性に加え、川と道がつなぐ流

通・往来による源流域から河口域までの連続性

も本来もっている魅力の一つである。四万十川

という流域の持つ価値や重要性が社会的に認知

され、流域という単位で自然環境や歴史文化の

保全に取り組む必要性が高まっている。

川がつないできた歴史文化を、流域の視点を

もって記録し、保全することでこれからの流域

文化の形成につなげる。また、培われてきた「川

と道のネットワーク」を活かし、流域内での地

域の多様な魅力や、川の環境を知る機会や体験

する・楽しむ環境を整備することにより、流域

全体での往来を再生・創出することにより、地

域の活力の創出につなげる。
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四万十川にかかる沈下橋、抜水橋、鉄道橋であるトラス橋
多様な渡河の方法や川によるネットワークは、流域内の新しいツーリズムに活用できる要素（三島）

川沿いの蛇行する道や沈下橋など、四万十川の変化する地形をラン
ニングや自転車などの利用を通して、道と川のネットワークを楽し
む仕組みや機会が新たな往来を生み出す

川の上空をワイヤーで移動するジップライン
川における新しいアクティビティは、流域の豊かな自然や景観を楽
しむ機会として新たな往来を生み出す仕掛けとなる（十和）

四万十川流域で取り組むひな祭り
水辺や沈下橋、集落の神社や建物等、様々な場所に雛人形を飾り、
流域の景観を楽しむ機会をつくり、交流を育む

かつて材木や地域産品の流通を支えるネットワークだった川
今でも流域内のネットワークであり、カヌーやカヤック等で川を移
動しながら流域の景観を楽しむツーリズムとして活用を図る
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四万十川流域の文化的景観は、流域の集落に

おける人々の暮らしのあり様そのものである。

文化的景観の価値に関する住民の理解と共感の

意識を育むとともに、流域の集落らしさを大事

にした集落環境の維持に向け、行政による後方

支援を図り、住民と行政の協働による文化的景

観の保護の取り組みの実現を目指す。

また、流域の多くの集落では、少子高齢化、

過疎化の問題を抱えている。集落ごとの特性を

ふまえ、次世代への継承のあり方を見据えなが

ら、魅力や価値を伝えることにより、担い手と

なる人材の育成を図る。さらに、流域での暮ら

しに魅力を感じている地域外からの新たな人材

の受け入れ等、幅広い人材の確保・育成につな

がる取り組みを目指す。

文化的景観は、文化財部署を中心に、景観、

農林漁業、環境、観光、商業振興、基盤整備部

門等、多様な部署間での連携・調整がなければ、

保存活用に向けた取り組みの実現は難しい。文

化的景観の保存活用に向け、各部署の特性を活

かし、また既存の取り組みと連携を図る等、役

割分担の明確化と庁内横断的な体制の構築を図

る。

また、国土交通省や林野庁などの政府機関、

大学等の研究機関、公民館や資料館等の社会教

育機関等との協力・連携を図ることにより、よ

り効果的な管理・運営の仕組みや体制の充実を

目指す。

住民と行政の協働及び

文化的景観を支える人材の育成

運営体制の観点１

文化的景観に関わる

庁内の横断的な体制の構築と

関係機関との連携

運営体制の観点２
２ー４
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四万十川流域の文化的景観の保存活用を図る

上で、それぞれの行政区域の範囲を超え、流域

内の地形に応じた取り組みや、流域全体が一体

となった取り組み等、広域的な視点からの継続

的な取り組みも重要である。

文化的景観行政を担う市町および高知県、公

益財団法人四万十川財団等、多様な行政機関の

間での連携と調整を図るとともに、継続的な運

用が可能となる仕組みや体制の充実を目指す。

集落の安寧と五穀豊穣を祈念する秋の例祭
神輿が御旅所から神社へと通る（下津井）

流域内の行政機関における連携

運営体制の観点３
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折り重なる山なみ、手前には河畔林と農地
自然と人の営みの風景（市生原）
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第３章

文化的景観に配慮した土地利用に関する事項
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河川

河畔林

水田

水田

河畔林

果樹園

畑

家・畑
道

森林

集落の範囲（川が境界の場合）

集落の範囲（川をまたぐ場合）

（公共施設）

「川」として連続する環境

四万十川流域では、「川」として連続す

る環境が公共施設として管理されている

河川である場合と、民地も含む場合があ

る。「川」として連続する環境を適切に

保全するため、空白地帯を生み出さない

よう、景観単位として集落と河川（公共

施設）は重複させて設定することとする。

水田

河川（公共施設）

河川（公共施設）

景観単位の考え方

文化的景観の保全のための

「景観単位」の設定

四万十川流域の重要文化的景観の景観保全に

は、個々の要素を個別に捉えるのではなく、流域

の景観に対して、一定のまとまりとして認識でき

る領域を捉え、その景観のまとまりごとに個性や

特徴を捉えていくことが必要であり、そのまとま

りを「景観単位」とする。

流域における景観単位は、「集落」「河川（公共

施設）」「山林（国有林）」の３つのタイプに区分

することができる。

四万十川流域の文化的景観は、流域における山

と川がつくり出す地形や気候・風土に応じて、流

域の人々が生活・生業を営む場である「集落」に

より構成されている。なお、この「集落」として

捉える領域は、背山と称される山（山林）を含む

とともに、川を境界に両岸に分かれる集落や川を

またいで展開する集落もあることから、地先の水

面である河川も含むものとする。

一方で、河川は源流から河口まで連続する環境

であり、「河川（公共施設）」としても１つの景観

単位と設定することで、流域ごとの特徴の保全を

図ることとする。

また、山林のうち国有林については、維持・管理・

利用の実情を踏まえ、「集落」とは区別し、国有

林ごとのまとまりを１つの景観単位とし、保全を

図ることとする。

３ー１
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「河川（公共施設）」

「山林（国有林）」

「集落（民有林を含む）」「集落（民有林を含む）」

土地利用に関する全体方針

四万十川流域では、四万十川と山々がつくり出

す地形に沿って、流域には小規模な集落やまちが

川の近くに数多く展開しており、それぞれの集落

において営みとともにある景観が育まれてきてい

る。それらは、山や川の自然がもたらす恵みと脅

威の両面を知識と経験から、自然環境と人々の営

みがバランスすることで共存するための土地の使

い方となり、流域に一貫した暮らし方の作法とし

て、土地利用に表れている。

また、山や川の自然は、常に人々が関わりなが

らその環境が保全されてきたものであり、流域に

おける持続的な営みと自然環境の保全と一体のも

のとして捉える必要がある。

四万十川流域における土地利用のあり方は、第

２章に示す保存及び活用に関する基本方針に基づ

き「四万十川がつくり出す地形」、「自然への負荷

が小さな土地の使い方」、「川に近い場所での営み

の維持」、「山から川へとつながる水と土の動き」、

「営みとともにある生物の生息環境」、「地域の景

観を特徴づける要素」の保全・継承を図るととも

に、「山・川との関わりの文化の継承」、「魅力あ

る集落景観の形成」、「川と道のネットワークの活

用」に資する景観の創出を図ることにより、流域

全体の良好な景観の形成を図るものとする。

この実現に向けて、既存制度を活用しつつ、景

観単位ごとの土地利用の変化を調整する計画や仕

組みの整備を図ることとする。

３ー２
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全体方針を踏まえ、保存に配慮した土地利用

に関する景観単位別の方針を以下に示す。

また、景観計画や高知県四万十川の保全及び

流域の振興に関する基本条例（以下、「高知県

四万十川条例」という。）との連携を図り、それ

らの法制度が文化的景観の保存管理上、効果的

に機能するように調整を図る。

集落

1  森林は施業林や自然林からなり、適切な維

持管理・利用によりそれぞれの森林環境に

応じた樹林地の保全を図るとともに、良好

な自然景観の維持・保全を図る。

2  集落の背景や周囲には、地形がつくり出す

連続する稜線や、川の蛇行にともない折り

重なる山なみに特徴づけられる風景が広が

る。これら集落や川等の営みの場から見え

る山なみの景観を保全する。

3  集落への風の吹き込みや、沢水や土砂の動

きなど集落の暮らしや生物の生息環境等に

影響を与えるおそれのある場所での土取り

や掘削（基礎工も含む）、樹木の伐採、造

成等の山の環境を改変する行為は避け、山

から川へと連続する集落環境を保全する。

4  山の保水力を弱める恐れのある行為は避け

るとともに、皆伐等を行う際には作業道等

の整備においては山の環境に悪影響を与え

ないよう配慮する。また皆伐後にはその後

の山の再生に資するよう、植樹又は天然力

の活用により適確な更新を図る等、森林環

境の保全を図る。

5  狭地直しや切土・盛土造成等、地形の改変

を行う場合には、集落内の従来の土地利用

の規模に応じたものとなるよう配慮する。

また、改変後の景観が周囲と調和するよう

配慮する。

6  斜面地の土地利用のための既存の石積は、

集落景観を特徴づける重要な要素として可

能な限り保全を図る。

7  集落内の既存の水の道（沢、用水路等）は、

生業をはじめとした集落の持続的な営みを

支える重要な要素として保全を図る。

8   集落内における生活・生業の歴史や文化を

伝える建造物やインフラ施設やその跡地等

は、地域の景観を特徴づける要素として適

切に保全・活用を図る。

9   集落内における建築物や工作物の規模は、

集落内の規模と調和したものとなるよう配

慮し、まとまりある集落景観の保全を図る。

10  集落内に残る営みの歴史を伝える建築物等

は、当該地の気候や風土、生業での利用に

応じた配置、形態・意匠により構成されて

いる。建築物や工作物等の人工物を設置す

る際には、集落内で継承されてきた建築物

等の建て方や土地の使い方と調和した集落

景観の形成を図る。

11   流域内の流通・往来により発展した結節点

を担う町では、人・モノの交流が営みを生

み出してきた場所性を継承し、暮らしと賑

山裾から川にかけて緩やかな傾斜に沿って
果樹、家々、棚田と土地利用が展開する

（大正中津川本村）

景観単位別の土地利用方針
３ー３



文化的景観に配慮した土地利用に関する事項

37

わいが調和した市街地景観の形成を図る。

12  川の増水時に水の影響を受ける場所や川沿

いの土地では、増水時の水の流れを阻害し

たり、本来の河川環境に影響を与えるおそ

れのある土地利用は避け、川とともに生き

る集落環境の保全を図る。

13    川へのアクセス道や船置き場、生業で利用

する川原等の水辺や河畔林については、適

切に維持管理を図り、営みとともにある水

辺景観の保全を図る。

14   流域内の往来をネットワークする幹線道路

や川沿いの道等を整備する際には、地形の

改変を最小限とするとともに付帯して設置

する構造物は周囲の景観から目立たないよ

う配慮する。また、川沿いに構造物を設置

する際には、工法・材料等において川の環

境への影響が最小限となるよう配慮する。

15  祭礼や行事等で利用する場の適切な維持管

理を図るとともに、営みとともにある文化

を伝える景観として保全を図る。

16   洪水や高潮、津波等により浸水・被災した

エリアでは、それまでの水と折り合う流域

での暮らし方を踏まえた上で、川と関わる

文化を継承した土地利用につながる復旧・

復興の取り組みを図る。

川沿いの広い平地は農業に利用され、家々は
川から離れた山裾に集まる（若井）
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1  四万十川流域では、川は上流から下流へ、

支流から本流へと、水の流れとともに養分

を運び、河口からは生物が遡上するなど、

上流から河口まで全体が一体となって機能

していることが重要であり、水や生き物の

動きを阻害しない河川環境の保全を図る。

2  季節による出水や定期的な攪拌、土砂の供

給等により、川は常に小さな変化を続けて

おり、この「絶えず小さな変化を続ける」

川の環境の保全を図る。

3  多種多様な水生生物の生息環境である瀬・

淵や河床環境等の保全を図るとともに、漁

場やアオサ養殖場等、川に関わる生業環境

の維持・保全を図る。

4  水防林（竹林）・河畔林等は適切に維持管

理を行うとともに、河川沿いの農地の沈み

込み防止のため等により護岸が必要な場合

には、河川環境や周囲の景観との調和に配

慮した整備を図る。

5   瀬・淵や河原は、川へ入る道や祭礼・行事

での利用等、川と関わる営みや文化と関係

する場所として保全を図るとともに、河川

や道路等を整備する際にはこれらの特性に

配慮する。

6 既存の石積護岸はできる限り保全を図る。

7  増水時に川への流出物が本来の河川環境に

影響を与えるような土地利用は避ける。特

に増水時に河道となることが予想される土

地の利用においては不容易に河川への流出

物を発生させることがないよう配慮を求

め、河川沿いの土地利用を一体とした河川

環境の保全を図る。

8  沈下橋は適切に保全を図るとともに、既存

の橋梁等の河川を横断する構造物等は、河

川景観と調和するよう配慮する。

9  災害復旧・復興の際には、川の動きが影響

する範囲も含め、四万十川流域の川が本来

有している「生きている環境」の再生に資

する整備となるよう配慮する。

河川（公共施設）

梼原川が四万十川へ合流する
色や河床の様子がそれぞれの川の特徴
を伝える（大正）
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山林（国有林）

1  所有者である林野庁と協議の上、水土保全

林や森林と人との共生林等として、各機能

を向上するために適切な森林施業を図るこ

とにより、健全な森林環境の保全及び豊か

な樹林地としての自然景観の保全を図る。

2  土砂崩壊の防止、水源のかん養、優れた自

然環境の保全、人と森のふれあい場として

の利用等、公益的機能の高度発揮を重視し

た管理経営を図ることにより、四万十川流

域の自然と産業を支えている森林環境の保

全を図る。

3  貴重な動植物の生息地として生息環境の保

全を図る。

4  国有林の山なみは、地形がつくり出す連続

する稜線や、川の蛇行にともない折り重な

る山なみに特徴づけられる風景を形成して

いる。集落や川等の営みの場から見える山

なみの景観を保全する。

久木ノ森風景林

久木ノ森風景林
色づく木々が水面に写る
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文化的景観の範囲文化的景観の範囲

重要文化的景観の選定範囲重要文化的景観の選定範囲

●都市計画、農地・森林等の土地利用の規制に関する

法令等による行為の規制

●景観計画による行為の制限

●高知県四万十川条例による行為の制限

●文化的景観の現状変更等の取扱い

●文化的景観の重要な構成要素の特定と保存

景観計画区域景観計画区域
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文化的景観の保存に向けた土地利用に関する行為規制図

行為規制の方針

文化的景観の保存に向けて土地利用の保全に対

する必要な措置として、都市計画法や景観法、河

川法、農地法、農業振興地域の整備に関する法律、

森林法のほか、高知県四万十川条例の対象範囲と

なっており、これら各種法令による行為規制が適

用されている。

特に、５市町全てにおいて景観法に基づく景観

計画を策定・施行し、四万十川流域の文化的景観

の保全に向けて届出対象行為と景観形成基準を定

め、行為の制限を行っている。

なお、今回の保存活用計画の改定をうけ、重要

文化的景観の選定範囲に関する景観保全に関し、

保存活用計画に示されている基本方針の実現と、

保存に配慮した土地利用の方針の実現に向け、５

市町の景観計画への反映と５市町間での計画の整

合を図る。

また、重要文化的景観の選定範囲の一部は、高

知県四万十川条例の重点地域として、①災害防止

（土砂の流出、崩壊その他）、②水害防止、③水源

涵養の機能への支障、④生態系及び景観保全の基

準に基づき、一定の行為に対し許可が必要となっ

ている。

これらの行為規制については、本計画における

基本方針及び土地利用の方針等と整合を図った運

用を行うことにより、効果的な景観保全の実現を

目指す。

３ー４

特に、景観計画における行為規制の考え方を示

す景観形成基準、高知県四万十川条例による許可

基準に対する適合または許可等の判断を行うにあ

たっては、当該制度を所管する部署と連携・調整

を行った上で、適正な運用を行うこととする。
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根拠法令 対象範囲 
許可・ 

届出等 
行為規制の内容 賞罰規定 備考 

都市計画法 

建築基準法 

都市計画区域 

用途地域 

申請 ・建築物等の新築、改築等に際

して、建築確認の申請が必要 

懲役又は

罰金 

土地利用規制

図①参照 

都市計画法 都市計画区域 

 

許可 ・窪川都市計画区域内（非線引）

において、開発区域面積3,000

㎡以上、また区域外で 10,000

㎡以上の開発行為 

罰金 土地利用規制

図①参照 

景観法 

（四万十町景観

条例） 

景観計画区域 

（景観重点区域

第一種地区／景

観重点区域第二

種地区／景観一

般区域） 

届出 ・鉱物の掘採又は土石の採取 

・盛土又は切土による土地の形

状の変更 

・建築物の新築、増築、改築、移

転又は撤去 

・建築物の模様替え又は屋根若

しくは外壁面の過半にわたる

色彩の変更 

・工作物の新設、増築、改築、移

転又は撤去 

・工作物の模様替え又は外観の

過半にわたる色彩の変更 

・樹木の伐採又は針葉樹の植樹 

・屋外における土石又は廃棄物

の集積若しくは貯蔵する行為 

・看板、広告板、自動販売機等の

設置又は外観の過半にわたる

色彩の変更 

・その他、景観の形成に影響を

与える行為で町長が必要と認

めるもの 

 土地利用規制

図②参照 

 

※R5 年度にお

いて見直し

を実施予定 

高知県四万十川

の保全及び流域

の振興に関する

基本条例 

重点地域 

（回廊地区・保

全活用地区） 

許可 ・鉱物の採掘・土石の採取 

・土地の形状変更 

・建築物、工作物の新築、増築、

改築、移転又は撤去 

・建築物の外観の模様替え 

・建築物・工作物の色彩変更 

・天然林の伐採 

・針葉樹(スギ・ヒノキ)の植樹 

・看板、広告板等の設置 

・屋外における物品の集積又は

貯蔵  

 土地利用規制

図③参照 

 

河川法 四万十川 

日野地川 

梼原川 

中津川 

許可 ・土地の占用 

・土石の採取 

・工作物の新築、改築又は除却 

・土地の形質の変更 

・材木の栽植、伐採等 

懲役又は

罰金 

 

森林法 保安林 許可 ・立木・立竹の伐採 

・立木の損傷 

・家畜の放牧 

・下草、落葉又は落枝の採取 

・土石又は樹根の採掘 

・開墾その他の土地の形質の 

変更 

懲役又は

罰金 

土地利用規制

図④参照  
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表　土地利用等における行為規制の概要（1/2）



文化的景観に配慮した土地利用に関する事項

根拠法令 対象範囲 
許可・ 

届出等 
行為規制の内容 賞罰規定 備考 

森林法 地域森林計画対

象民有林 

許可 ・1ha を超える開発行為を行う

場合、許可が必要 

懲役又は

罰金 

土地利用規制

図④参照 

届出 ・立木の伐採を行う場合、届出

が必要 

懲役又は

罰金 

 

農地法 農用地区域 許可 ・農地転用 

・開発行為 

 土地利用規制

図⑤参照 

道路法 県道、市道 許可 ・電柱、広告塔等の工作物の占

用、変更 

・水道管等の埋設物の占用、変

更 

・地下街、通路、浄化槽等の施

設の占用、変更 

・露店等の施設の占用、変更等 

  

文化財保護法 重要文化財 

 

許可 ・指定地内の現状変更及び保存

に影響を及ぼす行為をしようと

するときは、文化庁長官の許可

を受ける必要がある。 

懲役若し

くは禁固

又は罰金

若しくは

過料 

 

登録有形文化財 届出 ・登録有形文化財に関し、その

現状を変更しようとするとき

は、文化庁長官に届出を行う必

要がある。 

過料  

埋蔵文化財 届出 ・周知の埋蔵文化財包蔵地を発

掘しようとする場合に、文化庁

長官に届出を行う必要がある。 

過料  

屋外広告物法 

（高知県屋外広

告物条例） 

禁止地域 許可 ・広告物等の形状、面積、色彩、

意匠その他の表示の方法の基準 

・掲出物件の形状その他設置の

方法の基準 

・維持の方法の基準 

過料  

許可地域 許可 ・広告物等の形状、面積、色彩、

意匠、その他の表示の方法の基

準 

・掲出物件の形状、その他設置

の方法の基準 

・維持の方法の基準 

過料  

高知県文化財保

護条例 

県保護有形文化

財 

許可 ・県保護有形文化財に関し、そ

の現状を変更し、又はその保存

に影響を及ぼす行為をしようと

するときは、県の許可を受けな

ければならない。 

過料  

四万十町文化財

保護条例 

四万十町指定文

化財 

許可 ・町指定有形文化財に関し、そ

の現状を変更し、又はその保存

に影響を及ぼす行為をしようと

するときは、町の許可を受けな

ければならない。 
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表　土地利用等における行為規制の概要（2/2）
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）
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法令 

届出の 

種類 
届出が必要な場合 届出者 

届出

先 
届出日 

文化財保

護法 

第 136 条 

滅失・

き損 

重要文化的景観の全部又は一部

が滅失し、又はき損したとき。 

ただし、重要文化的景観の保存に

著しい支障を及ぼすおそれがな

い場合として文部科学省令で定

める場合は、この限りでない。 

所有者又

は権原に

基づく占

有者 

文化

庁長

官 

滅失・き損

を知った

日から 10

日以内 

文化財保

護法 

第 139 条 

現 状 

変更等 

重要文化的景観に関し、その現状

を変更し、又はその保存に影響を

及ぼす行為 

ただし、維持の措置若しくは非常

災害のために必要な応急措置又

は他の法令の規定による現状の

変更を内容とする命令に基づく

措置を執る場合、保存に影響を及

ぼす行為については影響の軽微

である場合は、この限りでない。 

重要文化

的景観に

関しその

現状を変

更し、又

はその保

存に影響

を及ぼす

行為をし

ようとす

る者 

文化

庁長

官 

現状変更

等をしよ

うとする

日の 30 日

前まで  
49

重要文化的景観の重要な構成要素について、滅

失又はき損、現状変更等がある場合、文化財保護

法第 136 条及び第 139 条に基づき、所有者等が

文化庁長官に対して届出を行うこととする。

文化的景観における重要な構成要素とは、文化

的景観の保存に関する必要な調査において特定す

る構成要素のうち、文化的景観の本質的な価値を

示す上で特に重要なものであるとともに、それぞ

れの景観単位を特徴づけ保存が必要なものを特定

し、保護の対象として不可欠な構成要素のことを

いう。

前述の「重要な構成要素」（個票、第６章を参

照）の現状変更等をしようとする者は、現状を変

重要文化的景観の滅失又はき損、

現状変更等の取扱基準
３ー５

更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとす

る日の 30 日前までに、文化庁長官にその旨を届

け出なければならない。

この届出にあたっては、構想段階において、あ

らかじめ所有者等から町の文化的景観担当部局で

ある教育委員会生涯学習課に事前相談を行うこと

とする。

当該部局は、当該計画が文化庁長官への届出対

象に該当するか否かの判断を行った上で、現状変

更等に該当する場合は、価値の保存に資する現状

変更等の方法について、専門家の助言を受けた上

で所有者等と調整を行うこととする。
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祭の神輿行列は、石積みを風景
の中、集落内を練り歩く

川辺に置かれた舟は、流域での
日常にある川の営みを伝える
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第４章

文化的景観の整備活用に関する事項
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基本的な考え方

四万十川流域の文化的景観の保全とは、単に豊

かな自然環境や美しい風景の保全を図ることだけ

ではない。

長い歴史の中で、四万十川流域の自然と折り合

い、時代の変化に対応しながら工夫をし、四万十

川流域の自然とともに豊かに暮らしてきた「山・

川と関わる暮らしの文化」を次の世代へと継承す

ることである。

その結果が、源流域から河口域まで、支流も含

め、多様な景観を生み出し、四万十川流域の魅力

となっている。

「四万十川流域の文化的景観」を整備・活用す

るということは、流域での暮らしの文化を伝える

景観を通して、流域内外の人々にその価値と魅力

を伝え、四万十川流域における新たな流通・往来

を生み出すことを通して、地域ごとの活力の維持・

創出を目指すことである。そのことにより、流域

の人々が流域での暮らしに改めて誇りを感じ、官

民一体となって、四万十川流域らしさを育む地域

づくりの取り組みにつなげていくことを目指すも

のである。

整備活用に関する方針　１

1  四万十川がつくり出す地形に沿って営みが

生み出した集落の全体像をそこに住まう

人々が目にすることが難しく、その集落構

造を景観として捉えにくい。集落の全景写

真等を使って集落景観の見かたと土地の使

い方の関係について理解を促し、住民の保

全意識の醸成を図る。

2  傾斜地利用の特徴である石積や農地法面等

は、点検や修理等による崩落防止策を図る

とともに、崩落後には従前の景観と調和し

た整備を図る。

3  流域内には多様なタイプの石積景観が見ら

れることから、流域内の石積を修繕してい

く人材を育成し、流域内で石積を継承でき

る仕組みづくりに取り組む。

山から川へと連続する

集落の景観構造の保全に向けて

４ー１ ４ー２
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整備活用に関する方針　２

1  農林部局と連携し、集落内の里山再生や針

広混交林化、適切な間伐・植樹等、森林の

維持・管理・経営を推進する仕組みや体制

づくりに取り組む。

2  川へ流れこむ水質の汚濁抑止に向け、生活

排水処理に関する設備（浄化槽等）の設置

を推進する。

3  川の水質維持に向け、四万十川一斉清掃活

動等、地域住民とともに定期的な清掃活動

を実施すること等により、川への関心と河

川環境の保全意識の向上を図る。

4  生物の生息状況調査や生息環境調査等の実

施により山や川における生物の生息状況の

経年変化について把握することを通して、

健全な自然環境と多様な生態系の保全、そ

れらと共存する持続的な生業環境の保全を

図る。

5  環境保護部局と連携し、多様な生物相の保

護に向けた制度や仕組みづくりに取り組む。

多様な生物を育むとともに、

流域の営みを支える自然環境の保全

に向けて

整備活用に関する方針　３

1  個別の建造物をはじめとする重要な構成要

素は、それらが有する価値を継承するため

の手法等を検討し、必要に応じて修理を行

う。また、修理等にあたっては、所有者等

と利活用策の検討を行うなど、持続的な保

存活用が可能となるよう取り組みを行う。

2  重要な構成要素に特定されているものにつ

いて、文化的景観における価値や特徴に関

して、地域内外の人に広く情報発信を行う

ことにより、保存活用意識の向上を図る。

3  災害等により破損した場合には、文化的景

観において当該要素が担ってきた価値の継

承・再生につながる復旧・復興に向けて取

り組む。

営みの歴史や文化を伝える

地域の景観を特徴づける

要素の保全・継承に向けて



第４章

54

整備活用に関する方針　４

1  流域の暮らしの中で住民により継承されて

きた「山・川との関わり方」に関する知識・

情報について収集・整理を行い、広く情報

を発信する仕組みづくりや、情報発信を担

う拠点となる場（施設）の整備など、継続

的な運用につながる環境整備に取り組む。

2  川へ入る道や山への入り方、祭礼・行事で

利用する場等、流域内で継承されてきた営

みにおいて山や川で大事にしてきた場（場

所性）が失われつつあり、これらを継承し

ていくための情報共有や情報発信、場の保

全等に取り組み、関わり方への意識の醸成

と場の再生を図る。

3  山・川との関わりは、流域における実際の

体験を通して、暮らしの魅力や大事な文化

を感じることができる。上流から河口まで

個性の異なる流域の特徴を活かし、多様な

の体験機会の創出（居住体験、生業体験、

遊びや学習、イベント等）を図り、山・川

と関わる人づくりに取り組む。

4  四万十川独自の伝統漁法や、祭礼や行事な

ど、受け継がれてきた文化に関して記録保

存を行うとともに、学習機会や体験機会の

創出等による支援を通して、次の世代の担

い手となる人材育成を図る。

営みとともにある山・川との関わり

の文化の継承・創出に向けて

整備活用に関する方針　５

1  農林漁業や商工振興等、産業部署と連携し、

文化的景観の価値と魅力を活かした集落や

町での生業の持続に向けた取り組みを図る。

2  農林部署や観光部署と連携し、耕作放棄地

等において景観作物を栽培する等、新しい

土地利用と生業を組み合わせることで観光

振興につながる仕組みづくり等に取り組み、

集落の活力維持を図る。

3  お試し住宅等を所管する移住施策部署や、

地域おこし協力隊等による地域支援の仕組

みと連携し、新たな住民づくりや集落の活

動支援等に取り組むことにより、地域活力

の維持・創出を図る。

4  地形に沿って展開してきた集落景観との調

和に配慮した上で、狭地直し等の農地整備

や道路改良等に取り組み、持続的な土地利

用や集落の居住環境の改善による地域の活

力維持を図る。

5  流域内で育まれている魅力ある集落景観や

生業風景の見える化に向けた取り組みとと

もに、そこから生産される産品の付加価値

化や、生業風景を楽しむツーリズム等の仕

掛けづくり等を通して、流域内での多様な

生業の活性化を図る（豊かな森林と材木・

木材加工製品／上流での小規模・多種多様

な複合農業／傾斜地での茶や果樹の栽培／

台地域での灌漑と稲作／川での漁業／河口

での養殖業、等）。

6  四万十檜等の流域内の木材を活用した魅力

ある空間や製品づくりに向けた仕組みづく

り等により、地域材の活用による林業振興

と大工や建築士等の技術者等、木の活用を

特徴に応じた生業の持続と

景観を活かした活性化を図る

環境整備に向けて
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生業とする人材の育成支援に取り組む。併

せて、その技術や知識を伝えていく取り組

みを図る。

7  地域産品の販路ネットワークと連携し、集

落景観の魅力に関する情報発信を行うとと

もに、集落景観を楽しめる視点場やコンテ

ンツの整備を図ることにより、観光と地域

産業の相乗効果による集落活力の創出を図

る。

整備活用に関する方針　６

1  四万十川流域では、源流・上流・中流・下流と、

川幅や深さ、水辺への近さ、川の蛇行の大

小など、景観が多様に変化する。その川沿

いに展開する集落景観を知る機会づくりは、

流域としての文化的景観を体験する重要な

取り組みとなる。観光部署と連携し、かつ

て林業を支えた舟運や川沿いに連続する狭

い集落道、各地区に立地する道の駅や文化

施設、体験施設や農家民宿等の各種施設を

多様な交通手段によりつなぐなど、流域全

体での文化的景観を体験できるツーリズム

の仕組みづくりに取り組み、新たな往来に

よる流域全体の活性化を図る。

2  文化的景観に関する情報発信拠点をネット

ワークした情報発信に取り組むことにより、

上流から河口まで多様な個性を持つ「四万　

十川流域という総体」としての価値や魅力

の共有を図り、新たな往来の創出と流域全

体の活性化を図る。

3  流域内では地形と営みがつくり出す特徴あ

る集落景観が展開されており、それらの集

落景観を俯瞰できる視点場を整え、沈下橋

等多様な資源と合わせて移動ルートを設定

する等により、流域全体の魅力ある景観を

活かした往来の創出を図る。

4  流域内での文化的景観の価値と魅力を発信

する担い手として、四万十川流域ガイドの

育成に取り組み、広域的な観光展開を支え

る仕組みと体制づくりに取り組む。

川と道のネットワークを活かした

流域内の往来の再生と交流の創出

に向けて
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高低差のある地形が神社という
神聖な場所性を生み出す

（下津井）
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第５章

文化的景観の保存及び活用のために必要な体制
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四万十町にとっての「四万十川流域の文化的

景観」とは、四万十川上流から中流にかけて、

山と川がつくる多様な地形に応じて、それぞれ

の特徴を踏まえ自然と折り合い暮らす人々の営

みとともにあるものである。

文化的景観は、変化しながら特有の価値を守っ

ていく、動的保存の観点が必要な文化財であり、

観光地化しない観光地として適切に保全し、将

来にわたって価値を高めつつ継承していく必要

がある。

そのためには、これまで継続されてきた山・

川と関わる文化を継承し、四万十川の環境や景

観と馴染む暮らしと、利活用による地域の活性

化に向けた取り組みが重要である。

それには、庁内における関係部署間の連携・

調整、住民・事業者との協力・連携、また専門

家による支援の活用や国・県等との連携・調整

等が必要である。特に、四万十川流域として連

続性のある一体的な環境を共有しており、流域

５市町による事業や施策の連携は不可欠である。

以上を踏まえ、四万十町における文化的景観

の運営体制については、第２章に掲げた基本方

針に沿って、必要となる体制の構築と運用を図

ることとする。

文化的景観の保全・継承に向けて、文化財行

政を担う文化財所管課が中心となり、住民・事

業者等と協力・連携しながら取り組む。

文化的景観は景観計画区域内に位置付けられ

ており、文化的景観の保全には、景観計画に基

づく届出制度による景観保全とともに、高知県

四万十川条例に基づく重点地域に対する許可制

度による環境・景観保全と一体となった取り組

みが重要である。そのため、四万十川の景観保

全と振興を担う企画課四万十川振興室と連携・

調整を行うことにより、円滑な景観計画等の運

用を図る。

さらに、四万十川流域の文化的景観の保存・

活用には、生業や地域づくりに関わる部署であ

る農林水産課、にぎわい創出課、建設課、地域

振興課等、文化的景観を取り巻く関係各課との

連携・調整が必要である。そのため、四万十川

振興室と協力・連携し、選定地内の事業等に関

する情報収集を行うとともに、職員への情報発

信等の機会の活用や文化的景観整備管理委員会

への関係課の参加等により、文化的景観に関す

る情報共有を図ることにより、円滑な事業・施

策調整につなげることで、文化的景観の保全・

活用に向けた一体的な取り組みにつながる体制

と仕組みの確立を進める。

文化的景観の選定地において公共事業等の行

為を行う際には、文化的景観の価値を損ねず景

観と調和した整備に資するよう、必要に応じて

専門家等の助言を受けながら、早い段階より事

業課と文化財所管課との間で協議・調整を行う

こととする。

また、河川や国有林の保全整備については、

国土交通省四国地方整備局中村河川国道事務所

や高知県河川課、林野庁四国森林管理局四万十

森林管理署との協調・調整も重要であり、庁内

の関係部署の協力を図りながら情報共有や事業

調整に取り組むこととする。

町の体制

運営に関する方針 運営体制
５ー１ ５ー２
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教育委員会（文化財） 環境部局（環境・景観）

四万十町文化的景観整備管理委員会

答申・

助言

諮問・

意見聴取

景観計画（景観条例に基づく体制）文化的景観

相談
高知県

（環境）

（景観）

指導・助言

相談・報告

届出通達

連携

調整

文化庁

高知県

（文化財）

指導・助言相談・報告

届出通達

文化庁

相談

指導

オブザーバー

四万十川流域文化的景観連絡協議会

四万十市 四万十町 中土佐町 梼原町 津野町

四万十川

財団

高知県

教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会

文化財

四万十町文化的景観

整備管理委員会

委員会委員会委員会委員会

答申・

助言

諮問・

意見聴取

（仮称）四万十川流域・文化的景観専門家会議

国・県事業所管整備に関する専門家

技術的支援

広域的見地からの協議（流域共通）
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文化的景観の保存・整備・活用について専門

的な見地から助言・意見の得られる諮問機関と

して、「四万十町文化的景観整備管理委員会」を

設置する。

本委員会では、計画策定・変更に係る協議や、

価値の保全に向けて必要な助言、重要な構成要

素等の文化的景観の保存活用に関し影響のある

行為に対する協議を行う。

なお、本文化的景観の範囲は、景観計画区域

内にあり、四万十町景観条例に基づく四万十町

景観協議会との連携は重要であることから、所

管課である企画課四万十川振興室と調整を図り、

委員会や協議会の運営における情報共有や調整

を図ることとする。

四万十町文化的景観整備管理委員会

文化的景観整備管理委員会等の運用体制図

（仮称）四万十川流域・文化的景観専門家会議

流域での共通の課題への技術的助言・支援の体制図

四万十川流域の文化的景観において、山と川が

つくり出す地形、河川環境、川と道のネットワー

クは、重要な構成要素であるとともに、行政区域

を超えて流域全体としてその保全・整備・活用を

協議・調整していくことが必要である。

これらの整備は公共事業として実施する上で、

文化的景観・環境保全に配慮した取り組みを行う

には、一定の専門的な技術や知見が必要となる場

合が多い。

そこで、流域全体を通して共通する課題に関す

る検討を必要とする事業について、景観、土木、

河川（治水・治山）、建築、生物、森林等の各分

野の専門家による協議を行う機関として、（仮称）

四万十川流域・文化的景観専門家会議を設置する

ことを検討する。なお、本会議では実務ベースで

の協議・調整が可能となるよう、事業主体となる

国・県の所管部署も含めたものとし、流域全体の

広域的な見地からの事業調整、情報共有、技術向

上、事務の円滑化を図ることとする。
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四万十川流域の文化的景観は、地域の人々が

日常と認識していることが文化的景観の価値を

形成しており、景観の保全にあたってはそこで

暮らす人々自らが四万十らしい風景を作ってい

ることを再認識することが重要である。

まずは文化的景観の価値の継承に向け、重要

な構成要素の所有者や集落内の集会所等を活用

し、文化的景観に関する情報共有を図ることに

より、住民や事業者と文化的景観の価値を共有

し、地域の人たち自身が自分たちで次の世代へ

と伝えていくことのできる仕組みを目指す。

地域住民との協働に向けた体制

四万十川流域の文化的景観の保存・活用とは、

景観を通して自然と折り合う暮らし方を理解し、

継承していくことであり、山・川と関わる文化

を伝えていくことのできる人材が重要な役割を

果たすと考える。

観光協会と連携し、文化的景観ツアー、道の

駅やカフェ等の気軽に立ち寄る場での常設展示

スペースの確保と情報発信等の取り組みを通し

て、より多くの人々の理解の向上を図る。

さらに、四万十川流域を訪れる来訪者と接す

る事業者（旅館・民宿業、アクティビティ業、

ガイド業等）に対して文化的景観に関する情報

共有を図ることにより、文化的景観の語り部の

育成と多様な生業を通した価値の発信や理解の

向上を図る体制づくりを目指す。

また、流域全体をフィールドとして支える

四万十川財団を軸に、流域内の文化的景観を支

える人材の育成・確保や流域市町間での調整等、

人的ネットワークの構築を目指す。

文化的景観を支える人材確保・育成に向けた

連携体制

四万十川流域における連携体制

保存管理・整備活用体制

四万十川流域の文化的景観の保存・活用には、

１つの自治体の枠を超えた広域的な連携の仕組み

や、文化財を所管する部署の他、多様な分野間で

の連携が必要となることも多く、流域市町が一体

となって連携して取り組むことができる体制が必

要である。

文化的景観に関する組織として、流域５市町、

高知県歴史文化財課、公益財団法人四万十川財団

からなる「四万十川流域文化的景観連絡協議会」

を活用し、運用における情報共有や人的交流によ

る相互支援、効果的な情報発信等、流域全体を対

象とした施策や事業の調整・連携を図る。

また、四万十川の環境保全に関する取り組みと

して、５市町からなる四万十川総合保全機構との

調整・連携もあわせて行うこととする。

５ー３
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第６章

文化的景観の重要な構成要素



第６章

価値を構成する特徴 特定の視点 考え方

流域における流通・往来
１．流域のネットワークを支える

　　要素

・陸運、水運の歴史

・結節点や入口

・渡河の要素

２．地形に沿った土地の使い方を

　　伝える要素

・地形に応じた集落の土地利用

・暮らしにおける川との関わり方を伝える要素

３．川での生業に関する要素 ・川での生業地

４．林業の盛衰に関する要素

・国有林

・林業の歴史を伝える要素

・林業振興による要素

５．灌漑と開墾に関する要素
・灌漑の歴史を伝える要素

・灌漑により拓かれた集落

６．集落の営みの来歴を伝える要素

・形を通してある時代の技術等の特徴や意味を伝え

る建造物等

・かつての歴史を伝える場所

７．集落の伝統文化や活動を支える

　　要素

・集落内における信仰の場、集いの場

・集落のコミュニティ活動を支える場

川がつくる地形環境と

折り合う暮らし

継承されてきた

コミュニティ資源と文化

62

※重要な構成要素に関する個別の情報は、別途の個表により確認すること。

基本的な考え方

重要な構成要素とは、重要文化的景観の本質的

価値を理解する上で、その価値を構成する要素の

うち、価値の保存・継承において、その保存が必

要なものについて、特定するものである。

四万十川流域の文化的景観の本質的価値を継承

していくため、第１章で示した「四万十川流域の

文化的景観」の価値の構成において示した３つの

特徴から、以下に示す７つの視点に基づき、各市

町ごとに重要な構成要素を特定することとする。

流域全体を通した

重要な構成要素の特定の視点

６ー１



文化的景観の重要な構成要素

番号 要素名 景観単位 分類 視点1 視点2 視点3 視点4 視点5 視点6 視点7 備考

1 久木ノ森山風景林(2001年の森) 集落 山林 ● 町有林

2 渡川水系１支　梼原川 河川 河川 ● ● ● 県管理

3 渡川水系２支　中津川 河川 河川 ● ● ● 県管理

4 久保谷風景林 国有林 山林 ● 国有林

5 町道久木ノ森線 集落 道路 ● ● 町管理

6 町道中津川成川線 集落 道路 ● ● 町管理

7 サワタリ橋　（沈下橋） 河川 橋梁 ● ● ●

8 木屋ヶ内橋　（沈下橋） 河川 橋梁 ● ● ● 登録

9 旧大正林道佐川橋 集落 橋梁 ● ● 登録

10 旧大正林道柿ノ木サコ橋 集落 橋梁 ● ● 登録

11 旧大正林道ユス谷川橋 集落 橋梁 ● ● 登録

12 旧大正林道西ノ川1号橋 集落 橋梁 ● ●

13 ユス谷川橋 集落 橋梁 ● ● 登録

14 旧大正林道木屋ヶ内トンネル 集落 構築物 ● ● 登録

15 国道439号 集落 道路 ● 県管理

16 町道大奈路下道線 集落 道路 ● 町管理

17 町道下道下津井線 集落 道路 ● 町管理

18 町道下津井線 集落 道路 ● 町管理

19 町道大奈路中津川線 集落 道路 ● 町管理

20 河内神社 集落 寺社 ● ●

21 中津川の茶堂 集落 建造物 ●

22 大正中津川集落(本村・森ヶ内) 集落 集落 ● ●

23 旧竹内家住宅 集落 建造物 ● 重文

25 市ノ又渓谷風景林 国有林 山林 ● 国有林

26 奥大道自然観察教育林 国有林 山林 ● 国有林

27 古屋山林木遺伝資源保存林 国有林 山林 ● 国有林

28 梶ヶ谷山木遺伝資源保存林 国有林 山林 ● 国有林

29 第一三島橋　（沈下橋） 河川 橋梁 ● ● ●

30 第二三島橋　（沈下橋） 河川 橋梁 ● ● ●

33 向弘瀬橋　（沈下橋） 河川 橋梁 ● ● ●

34 上宮橋　（沈下橋） 河川 橋梁 ● ● ●

35 向山橋(上岡沈下橋) 河川 橋梁 ● ● ●

36 里川橋　（沈下橋） 河川 橋梁 ● ● ● 登録

37 新谷橋(茅吹手沈下橋） 河川 橋梁 ● ● ●

38 大正橋 河川 橋梁 ● 登録

39 北の川口橋 集落 橋梁 ● 登録

40 国道381号 集落 道路 ● 県管理

41 県道大方大正線 集落 道路 ● 県管理

42 県道秋丸佐賀線 集落 道路 ● 県管理

43 県道昭和中村線 集落 道路 ● 県管理

44 町道大井川西土佐線 集落 道路 ● 町管理

45 町道久保川小野線 集落 道路 ● 町管理

46 町道四手崎線 集落 道路 ● 町管理

47 町道昭和戸口線 集落 道路 ● 町管理

48 町道三島線 集落 道路 ● 町管理

49 町道轟藤の上線 集落 道路 ● 町管理

50 曽我神社 集落 寺社 ● ● ● 町有形
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本町における重要な構成要素の特定（一覧）1/2
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番号 要素名 景観単位 分類 視点1 視点2 視点3 視点4 視点5 視点6 視点7 備考

51 八坂神社 集落 寺社 ● ● 町有形

52 願成寺 集落 寺社 ●

55 三島神社 集落 寺社 ● ● 町有形

56 仙花紙(泉貨紙)製作所 集落 建造物 ● ●

58 渡川水系１支　日野地川 河川 河川 ● ● ● 県管理

59 森ヶ内風景林 国有林 山林 ● 国有林

60 佛ヶ森山国有林 国有林 山林 ● 国有林

62 法師ノ越水路トンネル 集落 構築物 ● ●

63 一斗俵大橋　（沈下橋） 集落 橋梁 ● ● ● 登録

64 市生原の石積み堤防 集落 堤防 ● ●

65 清水大橋　（沈下橋） 集落 橋梁 ● ● ●

66 県道窪川船戸線 集落 道路 ● 県管理

71 市生原薬師堂 集落 寺社 ● ●

72 高加茂神社 集落 寺社 ● ●

73 旧大正営林署 集落 建造物 ● ●

24，57 渡川水系四万十川 河川 河川 ● ● ● 県管理

53,31 轟集落、水田(三島) 集落 集落 ●

54,32 小野集落、水田(小野) 集落 集落 ● ●

67,61 上壱斗俵集落、水田 集落 集落 ● ●

68,61 下壱斗俵集落、水田 集落 集落 ● ●

69,70 市生原集落、水田 集落 集落 ● ●

本町における重要な構成要素の特定（一覧）2/2
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蛇行しながら四万十川へ流れ込む
梼原川（大正）
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本町における重要な構成要素の特定（位置図）



文化的景観の重要な構成要素
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付録　選定時における本質的価値
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四万十川は、幹川流路延長 196km ( 四国第１

位 )、流域面積 2,270km² （四国第２位）の一級

河川であり、不入山を源流として多くの支流を集

めつつ高知県の西南部を大きく蛇行を繰り返しな

がら太平洋に注いでいる。四万十川の中に位置す

る四万十町は、急峻な山に囲まれた上流域と比較

して多様な土地利用の意を示しており、その特性

から大きく大正奥四万十区域、四万十川中流区城、

高南台地区域の３つに区分することができる。同

じ四万十川中流域にありながら、 それぞれの地域

は自然的・社会的条件の違いに基づいて独特の特

徴を示し、これらが相俟って四万十町の豊かな文

化的景観を形成している。

梼原川が山間部を穿入蛇行して流れる大正奥 

四万十区域では、人びとは主に林業に従事する 

とともに、山地を切り開いて棚田や段々畑を営ん

できた。四万十町の林業は、明治から昭和にかけ

て盛況を迎え、特にこの区域は北幡地方における

近代林業の拠点として成長した。中でも梼原川と

四万十川の合流地点に位置する大正中津川集落

は、四万十川流域において最も早く森林軌道が敷

設された地区であるとともに、水運を活用した木

材の大量運搬の際の中継地として機能し、流通・

往来の結節点として発展した。大正中津川集落は、

四万十桧の産出を続けることによって材木のブラ

ンド化を図り、 現在も積極的な林業経営を推進し

ている。

大きく蛇行を繰り返す河川に沿って棚状に農地

が開拓された四万十川中流域は、三島と小野とい

う二つの特徴的な地区を含んでいる。三島地区

は、周囲約 10km に及ぶ中州にあり、四万十川

の舟運においては象徴的な場所である。林業が最

も盛況であったころに四万十川には、センビや高

瀬船、センバといった川船を活用した舟運が発達

したが、明治 23 年（1890）の洪水までこの中州

には三島神社が祀られ、舟の航行に対する安全祈

願の信仰を集めていた。人びとは、難所として有

名な轟の瀬にかかる直前の中州で筏を休め、笠や

手ぬぐいなどのかぶりものをはずし、 四万十川の

「四万十川中流域の農山村と流通・往来の

文化的景観」の本質的価値

水で口を清め、旅の無事を祈って川を下った。ま

た、四万十川の小さな支流で伐採された木材は、

軌道や木馬および人力を使って小野の対岸にある

材木の集積地まで運ばれ、そこから再度、筏流し

で河口部へと輸送された。このため、 小野地区に

は筏師が集中し、周辺を含めると最盛期には 60

〜 70 名程度が生活していたといわれている。小

野には四万十川流域の林産物を一手に扱う商人た

ちが行していたが、彼らが扱った商品の中にはミ

ツマタやワラビ粉とともに、コウゾを原料とした

仙花紙と呼ばれる和紙が含まれていた。小野周辺

で古くから作られてきたこの和紙は、戦前まで帳

簿用紙、戸籍用紙土地台帳用紙等として大量の需

要があり、生産過程において、 渇水期の四万十川

で和紙をさらした。戦後の一時期に和紙生産は途

絶えたが、近年、小野地区や大井川地区で再開さ

れている。

仁井田米で有名な高南台地区域は、県内有数の

穀物地帯である。開拓により開かれた広大な農地

は高南台地区域に富を生み出し、窪川の発展を促

した。窪川は、最初は城下町として､ その後四国

霊場第三十七番札所の門前町として栄え、四万十

川中流域に商業を基盤とする都市的な営みをつく

り出した。

文化的景観における重要な構成要素には、四 

万十川、 三島・小野等の集落、四万十川流域の 

農地および山林、沈下橋等がある。

以上のように、「四万十川流域の文化的景観　

中流域の農山村と流通・往来」 は、 四万十川中流

域が示す豊かな自然環境と、農林業によって形成

される多様な土地利用、流通・往来の営みによっ

て生み出された市街地によって形成される文化的

景観である。しかし近年においては高齢化と過疎

化によって流域人口が激減しつつあり、農林業に

よる生活の維持が困難な状況となっている。こう

した現状を鑑み、 今回、文化的景観保存調査を通

じて価値が明らかとなり、 文化的景観保存計画に

よって保護の考え方が示された大正奥四万十区

域、四万十川中流区域、高南台地区域を重要文化
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出典： 文化庁文化財部 ,2009,「四万十川流域の文化的景観 中流域
の農山村と流通・往来－高知県高岡郡中土佐町－ （新選定
の文化財　重要文化的景観の選定）」,『月刊文化財』545, 
pp.30-32, 第一法規

（平成23年9月21日追加）

的景観として選定し、保存・活用を図ろうとする

ものである。

四万十川は、幹川流路延長 196km（四国第１

位）、流域面積 2,270km² （四国大２位）の一級

河川であり、不入山を源流として、多くの支流を

集めつつ高知県の西南部を大きく蛇行を繰り返し

ながら太平洋に注いでいる。四万十川の中流域に

位置する四万十町は、急峻な山に囲まれた上流域

と比較して農林業に関連する多様な土地利用と流

通・往来の営みによって形成される独特の文化的

景観である。

四万十町は農林業を中心に発展した町である

が、特に四万十川本流と仁井田川水系が形成する

高南台地区域は、かつて仁井田郷と呼ばれ、現在

は高知県を代表する仁井田米の産地である。この

穀物地帯の中心の一つが市生原集落である。台

地で行われる農業活動は灌漑の歴史でもあった

ため、区域内には農村開発の歴史を示す水路が

張り巡らされている。市生原集落の水田面積は

19ha、戸数は 29 戸、専業農家は 10 戸ほどであ

るが、近年、高齢化と過疎化の進行により、農地

の維持も除々に難しくなりつつある。このため、

今回、市生原集落と農地を追加選定し、既選定地

区と一体的な保存・活用を図るものである。
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